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序 章 蒲郡市立地適正化計画について 

１ 立地適正化計画の概要 
我が国の今後の都市づくりでは、人口減少・少子高齢化を背景として、高齢者や

子育て世代が安心でき健康で快適な生活環境を実現することや、財政面及び経済面

において持続可能な都市経営を可能とすることが大きな課題です。 

こうした課題に対応するためには、「住居や医療・福祉・商業施設等がまとまっ

て立地し、高齢者をはじめとする住民が、公共交通や徒歩によりこれらの都市施設

にアクセスできるようなコンパクトなまちづくり」を進めていくことが重要です。 

こうした背景を踏まえ、行政と住民、民間事業者が一体となってコンパクトなま

ちづくりに取り組んでいくため、平成 26 年 8 月に都市再生特別措置法の一部が改

正され、立地適正化計画制度が創設されました。 

立地適正化計画は、これまで都市計画の中で明確には位置づけられてこなかった

民間施設を含めた各種都市機能に着目し、都市計画に位置づけることで、その「魅

力」を活かしながら、居住を含めた都市の活動を誘導するための新たな仕組みを構

築するものです。 

■立地適正化計画において定める区域のイメージ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立地適正化計画区域(都市計画区域) 

市街化区域 

居住誘導区域 

都市機能誘導区域 

居住を誘導する区域 

都市機能増進施設の立地を
誘導する区域 



序 章 蒲郡市立地適正化計画について 

序-2 

２ 蒲郡市立地適正化計画の策定の背景 
本市は、南側は三河湾、北側は三河湾国定公園を中心とした山に囲まれて東西方

向に市域が広がっています。また、蒲郡駅を中心に鉄道駅が配置されており、その

周辺に市街地が形成され、市域の 36％が市街化区域で、その中で 87％の市民が居

住して、生活に必要な都市機能施設が集積してきた状況から、現状において比較的

コンパクトな都市構造が形成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 27年度国勢調査 

80 人/ha 以上 
（2,000 人以上） 

 
 

60 人/ha 以上 80 人/ha 未満 
（1,500 人以上 2,000 人未満） 

 

40 人/ha 以上 60 人/ha 未満 
（1,000 人以上 1,500 人未満） 

 

30 人/ha 以上 40 人/ha 未満 
（750 人以上 1,000 人未満） 

20 人/ha 以上 30 人/ha 未満 
（500 人以上 750 人未満） 

 
 

10 人/ha 以上 20 人/ha 未満 
（250 人以上 500 人未満） 

 

10 人/ha 未満 
（250 人未満） 
 

■平成 27 年総人口の分布  

■都市機能施設の集積状況  
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■区域区分別面積と人口の割合  

資料：平成 28年度都市計画基礎調査 

詳細は資料編１－４２参照  
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多  

施設種類数  

 (2,051ha)    (3,641ha) 
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しかしながら、本市においては全国的な動向より早く、昭和 60 年ごろに人口の

ピークを迎え、その後、人口減少・少子高齢化が進行してきました。将来見通しで

は、さらに進行していくことが予測されており、人口減少・少子高齢化が避けられ

ない状況です。 

 

■人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この中で、コンパクトな都市構造でありながらも、人口減少・少子高齢化により、

市民生活へ与える影響として懸念されることは、これまで一定の人口密度に支えら

れてきた医療・福祉・子育て支援・商業などの都市機能の維持が困難になることや、

高齢者の生活を支える世代の減少により、自家用自動車による交通手段に頼った生

活環境のままでは、これまでと同じような都市機能の利用が困難になることなどで

す。また、虫食い状の市街地が形成され、都市の魅力が低下し、快適に生活するこ

とができなくなることが懸念されます。 

本市において、持続可能で安全・安心・快適に暮らせるまちづくりを進めるため

には、これまでの土地利用規制等による市街化のコントロールだけではなく、住

民・企業活動などにこれまで以上に着目し、量ではなく質の向上を図るためにまち

を「マネジメント」するという新たな視点を持って取り組むことが非常に重要です。 

このため、本市においても、適切に人口を誘導するとともに、コンパクトな都市

構造を活かした住みやすい都市を今後も維持し、時代の潮流にあったサービス提供

を効率的に行うことができるような都市を目指し、立地適正化計画を策定します。 

 

 

 

 

※昭和 50 年以前は、年齢 3 区分別のデータが公表されていないため、総数のみ表示 

資料：（H27 以前）国勢調査、（H32 以降）国立社会保障・人口問題研究所  
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人口減少により考えられる市民生活への影響 

 
▼生活に必要な施設の減少 

 

▼公共交通の縮小・撤退 

 

 

▼空き家や空き地の増加 

公共交通利用者の減少によ

る、公共交通の撤退やサービ

スの低下が懸念されます。 

身近なサービス施設が撤退

し、まちの利便性や魅力の低

下が懸念されます。 

地域の居住環境や景観が悪化

し、快適なまちでなくなるこ

とが懸念されます。防犯上も

問題です。 

◎量ではなく質の向上を図るためにまちを「マネジメント」する 

◎コンパクトな都市構造を活かした住みやすい都市を今後も維持すると

ともに、時代の潮流にあったサービス提供を効率的に行うことができ

るような都市を目指す 

持続可能で安全・安心・快適に暮らせるまちづくりのために 

蒲郡市立地適正化計画の目的 
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３ 蒲郡市立地適正化計画の枠組み 

（１）計画の位置づけ 

蒲郡市立地適正化計画は、居住機能や医療・福祉・商業、公共交通等の様々な都

市機能を包括した計画です。 

人口減少、少子高齢化の進行などによる本市をとりまく社会情勢の変化に対して、

持続可能なまちを形成するため、上位計画や各種都市機能に係る様々な関連計画と

連携を図ることにより、都市計画分野だけでなく、各関連分野の課題解決において

相乗効果を発現できるように総合的に推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画対象区域 

立地適正化計画制度の考え方を示した都市計画運用指針に基づき、蒲郡市立地適

正化計画の対象区域は、都市計画区域である蒲郡市全域とします。  

 

（３）目標年次 

本計画に示す内容は、今後進行していく人口減少・少子高齢化に対応したまちづ

くりを行うため、将来を見据えた長期的な視点で取り組むものです。また、都市計

画運用指針においては、おおむね 20 年後の都市の姿を展望することが考えられて

います。 

これらを踏まえて、本計画の目標年次は、計画公表からおおむね 20 年後の平成

52 年（西暦 2040 年）とします。 

なお、社会情勢の変化等により本計画の変更が必要になった場合には、見直しを

行うこととします。 

※立地適正化計画は、都市計画マスタープランの一部

と見なされます（都市再生特別措置法第 82 条） 

蒲郡市都市計画マスタープラン 

関連計画 

・地域公共交通 

・中心市街地活性化 

・住生活 

・福祉・医療 

・公的不動産 

・農業・林業   等 

連携 
整合 

即す 

・第四次蒲郡市総合計画 

・蒲郡市まち･ひと･しごと創生総合戦略 

蒲郡市の上位計画 愛知県の上位計画 

・東三河都市計画区域マスタープラン 

蒲郡市立地適正化計画 

 



 

 

 


